
東京都では、パート・派遣・契約

社員等の雇用環境改善に取り

組む中J 企ヽ業を応援するため、

次の企業を募集します■

支援の内容

●トライ企業には専F]のコンサルタントを無料で派遣
※改善計画を策定する企業から依頼があり、適当と認められる場合

●トライ企業の改善に係る経費をチ ヤ レ ン ジ 融 資
*で

支 援
※東京都中小企業制度融資(改善計画の属出認定が必要。月畦審査あり)

0優れた取組みをした企業をモデル企業に指定し公表
※有識者等を委員とするモデル企業指定委員会の審査を経て決定

や東京都産業労働局



次のいすれも高たす中小企業等が対象です。

(1)中 小企業基本法における中小企業者及び従業員300人 以下の社団法人 財団法人等のうち 部内に本

社又は主たる事業所を置く中小企業等

(2)パ ート社員害を現に雇用している中小企業寺

(1)ト ライ企業に応募する場合 ―  ―  申 請言(梅式第]号 様式第1号別IRい

(2)モ デル企業に応募する場合 ―  ― … 中 請書 (様式第1号 様式第1号別紙2)

*申 請書は 東京都産業労働局雇用就業部ホーム本一ジ「またらくネツトJ

http:/rwww hataraku netro tokyo jP′からダウンロードてきます。

申講雷を最終 一`ジの提出完まで持参又は郵送して下さしヽ

米持参の場合 i書類受付時間は年前9時から正年まで 年後,時から午後5時まで

(祝日を除く月曜日から金曜日のみの受付とさせていただきます )

X郵 送の場合 〔平成18年 12月 15日必清

なお 応募いたたいた企業には 労働相剖青将センターの犠員が訪間し 現状や改善の内容寺について事前

確認をします。(改善予定内容のこ相いもできます )

次のような改書内容を盛り込んだ改善計画策定に ト ラ イ してくださぃ

● 人事制度の整備

パート社員等の職務や能力に応じた人事 評価システムの導入 正社員への転関制度の導入 短時間

正社員制度の導入など

賃金制度の整備

パート社員等の職務や能力に応した質金制度や昇給制度の導入 退職金制度の導入■Jど

数百副練制度の理備

正社長と同様の研修の実施 キヤリア形成のための研修の実施など

その他の刊吊環境の整備

正社員と同様の福利厚生(更衣雪 食堂 制服 駐車場など)の取扱しヽ 1週llの所定労働時間が正社

員の4分の3未満のパート社長等にも正社員と同様の健康診断実通など

●

●

●

X上 記の外にも様々な改喜策があります 企業の実情を踏まえ 創意工共して改善計画を策定してください。

Xな お 改き計画は 次のいすれにも適合する必要があります。

(い 適法かつ適切なものであること。



(2)

(3)

(4)

従前より同用球境か改善されるll奮であること.

効果的な改善と認めらllるものであること

改善計画の要悔期居を申請日の翌年度末までに設定すること

(例十平成18年3月 1日申請の場合 実施拝日は平成 19年度末の平成20年 3月31日 までとなります。)

の
。

トライ企業おち中込みがあり 部が必要と調めた場合 社合保険労務士 中小企業診断士等の専門家を派遣し

改青計画の策定に向けた具体的rJァドAィ ス等のお手伝しヽをさせてしヽただきます

ヽ原則として卜うイ企業]社につき5回を恨度とします (予算の範囲内)

仕事や能力に

応じた処遇は

どうすれば

できるの?
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改善計画を未定したトライ企業は ど‖こよる改善計画の認定を負けた場合 東京都中小企業制度融資による

特定取だ支援融資(チャレンツ融茸)の申込みを行うことができます ただし 東京都中J 企ヽ業制度設貧要lE

の対象となる中小企業きに限ります (社固法人 財団法人等は 医●E業話にFFります )

来月J達 東京信月保証協会及び金融機関の雲査があります (害 査の4_t果により こ希望に杯えない場合

がありますので あらわ`じめこ了承下さい。)

*貞 金使遠は 運転 設備資金 たにし パート社員寺の研用環境改善に要する経費に限ります。

Xそ の他 報資集牛 必要吾距 中込受付能聞寺 詳しいことにつしヽては 東京都中小企業制度融資ホーム

ベープhttp掛“w‐ sangyo rodo metro tokyoJp kinyuryuushy ndox htmiをと埼くださしヽ

(同い合わせ完)産業労働局金融部金融課金融係金融相談担当 電話03(5320)4877

てイメーブ回)
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トライ全察

モデル全美 モカ レ企業要集朗簡

(1回目)

●
モデル企業
指定委員会

●
モデル企業

指定

モTlレ企業雰集期間(2回目)
●

モカ レ企業
指定委員会

●

モデル企業
指定
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提‖された言類尋ほ 返却しません

fS茅受付仁 労□|]談情TFセンターの:」三がまき内容与の性論にお伺いします

提出された言炉寺に青 1ヽ1る個よ幅=にの取lIし」こ当たつては 「IJ人情=跡 保こに舌,る ,と牢J

「東京者■目人情=Fの保要に関する条例J及ごその他の関係を有を迪千します。

●東京都 産業労働局 雇用就業言「労倒環境課 雇用平等推進係
千1638001 東 京都新宿区西新信 2-8-1(東 京都FT第一本F舎 3]階 中央)

EB言舌03(5320)4649

● 東京都労倒相談情報センター

テ1020072 東京言「千代国区飯田信

電信言03(52]1)2200

3-10-3(東 京しことセンター9陪 )

上ち|の月 下t=革■所てt提 出を支け付けております.

名 称

労働泊談情今Rセンター

大崎事務所

労働相談信新センター

池袋事務所

労働相談惰新センター

亀戸事務所

ヤ00013  豊 島区東池袋4-23-9

博600コ 考覇早語吾テ埠
判

相談事業課 事業係

住 所

品 区 大崎i-11判

ケートラティ大崎ウエストタワー2F

国分寺市南町3-22-10

A王 子市明神町3-5判

電話雷号

03(3495)4915

03(5954)S501

03(3682)6321

042(323)8511

042(643)0278

郵便番号

141-0032

労働

醤著辱望銘託

夕~  135 0 0 2 1

労働

R撃 壕警岳託

夕~  192 0 0 4 6


